
（図３－４）農業・農村が担う農村環境保全の対象
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（図３－５）農業農村整備における環境政策の変遷

住民参加の促進
・農地・水・環境保全向上対策事業の創設（H19）

・21世紀土地改良区創造運動（Ｈ13）

取組みの持続性を高めるため、多様な主体の
参画とリーダーの育成

・田園空間整備事業の創設（H10）

・農業水利施設の整備と一体的に水辺空間の整備を推進（H3） ・地域用水を核に多面的機能の利活用や水辺空間の利用を総合的
に実施（H12）

・里地・棚田の保全整備（H9）

・農村におけるビオトープネットワークづくり（H6）

・市町村の｢田園環境マスタープラン｣に基づき環境創造
型事業を実施 （H14）

・田園自然環境保全・再生支援事業の創設（H15）

農業水利施設を高度利用する施設整備事業の創設（S63）

・生態系に配慮した生活環境整備を広域的に実施（H7）

施設の持つ地域用水機能の維持 強化活動等 の支援（H10）

・ため池の稀少生物の生育環境の保全・回復（H10）

・生態系に配慮した工法による水田整備を推進 （H13）

・農地及び集落整備と一体的に田園居住空間の創出（H3）

・農道のうるおい施設の整備（H3）

・美しいむらづくり特別対策の実施（H4）

・魚道の整備（H7）

③生態系・景観の保全
豊かな生態系・農村景観の保
全・形成及び地域住民の生
活環境の向上
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効果が低減した地域
用水機能の回復
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S45 水質汚濁防止法

S45農用地土壌汚染防止法
H11 食料･農業･農村基本法H5 環境基本法

地域の特性に応じた生物生息・生育地の確保、景観保全への配慮
公共用水域等の水質保全・
土壌汚染防止

事業実施の際の環境との調和に配慮、保全主体の育成

H13土地改良法改正

H16景観法

H17新たな食料･農業･農村基本計画

背
景

H11 持続農業法

H18 有機農業法

・水質障害対策事業の創設（S45）
・公害防除特別土地改良事業の創設（S46）

・水質障害対策と併せて水辺環境の保全・利活用（H3）

・水質保全対策事業（一般型）の創設（H7）

・指定湖沼を対象とする浄化施設の管理体制確立に支援（H9）

・農業水利施設を高度利用する施設整備事業の創設（S63） ・施設の持つ地域用水機能の維持・強化活動等への支援（H10）

・農業水利施設の更新に併せて流域の水質保全機能の増進
を図る事業の創設（H12）

①水質・土壌の保全
公共用水域等の汚染に起因す
る環境負荷の低減

保
全

管
理

・
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S59

湖沼水質保全特別措置法 H14自然再生推進法Ｈ７生物多様性国家戦略 H19 農林水産省生物多様性戦略

H19 農林水産省地球温暖化戦略



○全国の農業用用排水路

（図３－６）農業水利ストックの状況

○農業水利ストック
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○規模別ため池数

資料：農村振興局調べ
注:１）農業水利施設の再建設費ベース（2002年2月時点）による評価算定。
２）基幹的農業水利施設は、受益面積100ha以上の農業水利施設である。
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○規模別ため池数

122,2541ha未満
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2ha未満

1ha以上

63,5912ha以上

箇所数受益面積

122,2541ha未満

24,924

2ha未満

1ha以上

63,5912ha以上

箇所数受益面積

鉄道 20,050㎞

一般国道 21,828㎞

約７千カ所
基幹的農業水利施設

（ダム等）

約４万７千kmうち基幹的水路

約４０万km

（地球約１０周分）
農業用水路

約７千カ所
基幹的農業水利施設

（ダム等）

約４万７千kmうち基幹的水路

約４０万km

（地球約１０周分）
農業用水路

資料：国土交通省「道路ポケットブック2003」
国土交通省「数字でみる鉄道2003」

注 １） 般国道については 指定区間の延

（図３－７）農業農村整備における農村環境保全の現状

210,769計 210,769計

資料：農林水産省農村振興局「長期要防災事業量調査」

資料：農村振興局「農業基盤整備基礎調査」
注：基幹的水路及び基幹的農業水利施設とは受

益面積が100ha（東京ドーム20個分）以上の
水路及び農業水利施設（2006年時点）

注：１）一般国道については、指定区間の延
長（2003年時点）

２）鉄道についてはＪＲ（旅客線のみ）
の線路延長（2003年時点）

畜 物 推 基 ○農業集落排水汚泥のリサイクル
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○家畜排せつ物処理量の推移（H14を基準年）

※生産局調べ

○農業集落排水汚泥のリサイクル
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○主なバイオマスの利用状況の変化

利
用
率
（
％
）

：平成14年

：平成17年

：平成14年

：平成17年

廃棄物系バイオマス 約６８％(H14) → 約７２％(H17)に増加

農業集落排水汚泥
４５％（Ｈ１４）
→６１％（Ｈ１８）
に増加

農業集落排水汚泥のコ
ンポスト化（堆肥化）

たい肥化施設

資料：農林水産省「食料・農業・農村政策審議会 農業農村振興整備部会（平成19年度第2回） 」
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